
 

 

第２回 警防活動時及び訓練時における安全管理に係る検討会 

議 事 次 第 

             日時：平成２２年７月９日（金） 

１０時～１２時 

                  場所：全国都市会館 

 

１ 開 会 

 
 

２ 議 事 

（１）組織の安全管理体制について（資料１） 

 
 
 

（２）公務中の死傷事案の分析について（資料２） 

 
 
 
（３）警防活動時等における安全管理マニュアルの見直し方針について 

   （資料３） 

 
 

（４）その他 

 
 
 

３ 閉 会 
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